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「裁判所のデジタル化」に関する意見（第1次）

｢裁判所のデジタル化」はく国民に対する司法サービスのあり方に大きな影響を与えると

ともに、裁判所職員の労働条件に関する課題も含め､今後の裁判所の組織や事務処理のあり

方を考えるうえで､大前提になってくる重要な課題だと考えています｡ ゞ

｢デジﾀﾙ化｣をすすめるに当たっては､職員が忌揮なく率直に意見を出し合い､裁判所

全体として検討する中で、 よりよい仕組みを作っていくことがきわめて重要だと考えてお

り､全司法はこうした立場から、以下のとおり、当面するデジタル化の課題について意見書

を提出します。

本意見に誠実に対応されるとどもに､引き続き全司法との意見交換を行いながら､裁判所

のデジタル化を検討するよう要求します6

1 ． “｢ウェブ会議等を定着させるための環境整備」について

第1に、ウェブ会議等を定着させることであり､そのための環境整備を早急に進めること

ですOすでに民事裁判IT化のフェーズ1'のとりくみとしてウェブ会議による争点整理手

続が進められており､'家事調停など､その他の事件における活用も広がってきていますが、

今後､改正民事訴訟法の施行をはじめ、各種法改正によって対象となる手続きが大幅に拡大

することになります。また、司法行政の分野でも､会議や研修､採用広報などでウェブ会議

が利用されるケースが増えており、今後ますます活用が進むものと考えられます。

またぐこの約2年半の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として､社会全体としても

オンラインを活用した集会・会議が急激に広がっています。こうした社会情勢をふまえて． 、

裁判所においてもすみやかに環境を整備し、これを定着させることが重要です｡ ・

全司法はこれまでにも、オンラインの需要に応えるための専用の事件関係室の整備や、民

事裁判の争点整理手続の際に1つのウエブ会議で使用する裁判所側のアカウント数を裁判

体が判断できるよう求めてきています｡:また、職場からはパソコンの台数や周辺機器が全く

足りないとの意見が出されています｡現場ですみやかに、必要な時に簡単にウェブ会議が利

用できる状況にすることが必要不可欠です6
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2． 「情報の集約と共有」について

第2に、裁判所内で日常的にやりとりされ､蓄積され､活用されるべき情報の共有です｡，

膨大な情報の中から、必要なものにすみやかにアクセスでき、それを自在に活用することで、

適正･迅速な事務処理ができる仕組みを作ることです｡そのためには､情報を収集･整理し、 ：

アップデートして全職員に提供し続ける体制と､アクセス方法を簡単明瞭にすることが必

要不可欠であり、今般､導入したコミュニケーションツールは、そのためにこそ活用される

べきです。

現在は、電子メ－ルによる情報の伝達が行われていますが､受信したメールの管理は個々

の職員に委ねられており､転送等のルールも必ずしも明確ではありません｡主な伝達内容で

ある添付文書の他に、必要な情報がメール本文に書かれていることもあり、その部分が共

有･保存されないといった問題もあります。こうした従来のメール利用の問題点を整理し、

コミュニケーションツールに置き換えていくことが求められます｡：

J･NETポータルは職員に対する情報提供の主要なツールとなっていますが､運用しな

がら継ぎ足し継ぎ足しで作っていったために､必要な情報にたどり着くのに時間がかかり､
i ‘

有効に活用されているとは言えません｡改めて､掲載すべき情報を一覧的に整理するととも

に、必要な資料にすみやかにアクセスできるツールを再構築すべきです。その際、外部発信

用の「裁判所ウェブサイト」 との連携も視野に入れる必要があります｡

なお、この間の裁判所における各種とりくみが、むしろ一元的な情報の整理･保存と職員

間の共有に逆行してきたこともこの機会に指摘しておきます。事務局における文書管理の

厳格化は、正式文書の取扱いの煩雑さを招くとともに、短期保有文書によって、実際に事務

をすすめるうえで実際には有効なノウハウや過去の案件の取扱い事例を廃棄してきました。

事件部においては、共有化されることによって質の高い事務処理や効率化につながる事件

処理の先例やノウハウなどが、各庁･部署ごとにバラバラに保存､廃棄される状況になって

います。 ・

全司法は、事務の簡素化・効率化につながるものとして、情報基盤としてのJ・NETif

ータルの充実を図ること、とりわけ､裁判所が公開しているウエブサイト等の閲覧や司法行

政部門の通達.通知．事務連絡裁判所職員総合研修所における教材等がJ･NET環境下

でも閲覧できるように改善することや、全国統一マニュアルの作成を要求してきましたが、

デジタル化に伴う 「情報の集約と共有」の中で改めて、これらを検討し実現することを求め

ます。

3． 「通信環境の基盤整備」について

第3に、通信容量の確保やセキュリティ対策など、通信環境の基盤整備です｡今後､裁判

手続のIT･デジタル化が進むもとで、オンライン申立てや記録の電子化までを想定すると、
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膨大なサーバーの容量と通信環境の抜本的な強化が必要になることは容易に想像ができま

す。これは、最高裁にしか検討･実行できないことであり､それに必要な予算確保を含め、

強く求めます。

容量拡大にあたっては､事務に支障が生じないのは当然のこととして｛ウェブ会議やシス

テムが日常的にスムーズに動作し､ス．トレスなく使えることがきわめて重要です。また、も

し、サーバーダウンやシステム障害あるいは情報漏洩などの問題が生じれば、裁判所全体

が国民の信頼を損なうことにもなりかねません｡また､システムはアップグレードする度に

必要な容量が増えていくことが予想され､通信基盤やサーバーの容量は一旦整備されれば

終わりではなく、絶え間なく増強していくことが求められることを、あわせて指摘しておき

たいと思います。

セキュリティ対策については､さきに民事訴訟手続のIT化に関する意見(2020年9

月25日付け､渉外第4号）で述べたとおり、裁判所が保有する機密性の高い情報が流出し

たり､ウイルスの発生やデータの破損が生じることがないよう、徹底した対策をとる必要が

あります｡ ､

また、機器の整備に関わっては、今後、デジタル化やペーパーレス化をすすめていくため

には､職員用タブレッ卜の貸与･配付や庁舎内におけるWi-Fi環境の整備も必要です。

全司法は、これから通信技術の積極的な活用や事件記録の電子化がすすめられるなどの

デジタル化を見据え｛システム障害およびネットワーク障害を生じさせないよう､ネットワ

ークやサーバーなど、通信容量や通信速度が十分に確保されるよう根本的なIT情報基盤

の強化を図ることや､各種システムおよびネットワーク機器については§保守契約を行い、

障害時の迅速対応に努めることを求めてきましたが、デジタル化の根幹に関わる､こうした

点を改めて強く要求します。

4. 「ユーザーフレンドリーなシステム開発」について

第4に、ユーザーフレンドリーなシステム開発です｡最高裁が2022年諸要求期の交渉

において「国民の利用のしやすさ(分かりやすく使いやすいシステム等）を徹底して追求す

るとともに、職員の利用のしやすさ（直感的な操作性､ユーザーインターフェイスの共通化、

応答性等)にも十分配慮していきたい｣と回答したことは評価しており、まさにそれを実現

することが重要な課題だと考えています｡そのために、全司法をはじめ､職員の声をよく聴

いて使いやすいシステムを作るよう求めます｡

システム開発にあたっては、 「システム化のメリットを活かすことができるかどうか」を

判断基準として検討することが重要です｡本来､事務処理をシステム化することのメリット

は、①定型的･反復継続的処理や大量処理が効率的に処理できること、②蓄積されたデータ

の活用（共有化､データの再活用)、③ヒューマンエラーの防止（軽減）にあり、そうした

判断基準に沿って、システム化の対象とすべき事務処理や機能を検討すべきだということ
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はNAVIUSの開発にあたって全司法が述べた意見ですが(2017年7月10日付け、

渉外第27号)、最高裁はこれを受け入れず、結果として、きわめて使い勝手の悪いシステ

‘ ムが出来上がってしまいました。

また、新たなシステムを開発するに当たつては、書面やイメージ図等による意見聴取だけ

でなく、開発途中で実際に事件を担当する職員が操作してみて、その操作感や機能の適否を

確認し､;必要な変更を加えていくといった手法も必要です｡これまでのシステムでは､そう

したことは行われておらず、システム完成後の試行段階になって初めて職員が操作し､仮に

そこで問題を感じても､大きく変更することができないという問題がありました6あわせて、

開発、導入後についても､問題が生じた場合には、すみやかに改修q改善することも必要で

す｡ 、

裁判所のデジタル化とりわけ､裁判所が基本的なシステムを開発する民事事件等のシス
〉 、

テム開発は､そうした、これまでの事件処理システム導入の総括と教訓に学んだものとする

よう求めます。

あわせて､全ての職員が職務に応じて必要なデジタル化に関する知識･技能を身に着ける

ことができるよう研修の充実を求めます。

5．デジタル化に伴う人員について

全司法は､デジタル化を進めることによって､全国の裁判所で質の高い事務処理が行われ、

「国民のための裁判所」に資するものとなるよう求めるとともに、従来の事務の簡素化・効

率化が進み､とりわけ、超過勤務の縮減等につながることを期待するものですが､そのこと

が直ちに人的態勢の縮小につながるものではないと考えます。

まず､デジダル化が進むことで新たに必要となる事務が発生することが予想されます｡と

りわけ、デジタル化に伴うサポート態勢は、利用者・国民に対するものも、職員に対するも
ミ

のも充実させることが必要不可欠であり､そのための人員はむしろ増やす必要があると考

えます。

また､これから始まるデジタル化が軌道に乗るまでには､一定の年数を要するものと考え

られることから､これを導入し､定着させるための人的態勢も必要です。なお、これまでの

システムを見ると、残念ながら導入によってむしろ事務処理の手間が増え､当該部署に増員

しなければならなくなった事例は枚挙にいとまがありません。導入時の人的態勢としては、

そういう事態も想定した人員配置が必要になります。

これらのデジタル化をすすめるための人的配置は､企画･立案部門である最高裁や直接デ

ジタル化を担っている部門以外の部署についても必要です。

したがって､デジタル化を理由とした人員削減には反対であり、デジタル化が現実に進展

する状況をきめ細かくみて、実際の事務処理に応じた必要な人的態勢の整備を求めるもの

です。
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各項目について、職i

されるよう要請します。

職場から出された意見は別添のとおりですので､あわせて検討

上以

,
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(別紙）

｢裁判所のデジタル化｣に関する意見(第1次） 職場から出された意見

1． 「ウエブ会議等を定着させるための環境整備｣について

弁論準備手続における書記官の立会の在り方は引き続き裁判体において検討されることを踏まえた上で、
確認､和解期日における和解条項案の検討など、書記官の立ち会うことが望ましい期日は多く存在する。
立ち会うことができないので、そういったことのないよう通信回線は太くしてもらいたい。

期日において確認された争点の調書化、尋問期日前の進行の
しかし、現在は「1期日1アカウント］のルールで書記官が1

1 有線のままで行くのであれば、各部屋のLANを充実させてほしい。
2通信の不安定さ等から難しいのかもしれないが、将来的にはWi f i等の無線で、いつでも､-どこからでも接続できたら良いと思う。

3執務室には職員がいるため、机上でのZooIn等の会議（話し合い）は難しいので､ある程度の数の個室を用意すべきだと思う。また､タブレットの導入も検討
してもらいたい。

・ウェブ会議が2つ重なるとミンタス等の動作に影響が出ることがある（支部） 。
。会議室で本庁と管理職間でウェブ会議があると事件に使えない（支部:情報コンセントが設置された部屋がす少ないことが原因） 。
･NAVIUSの不具合が何か月も続いたことや、各種システムの使いづらさが改良されないこと、情報セキュリティ対策を行っても完全にウイルス等を防ぎきれる
ものではないことなどからデジタル化には不安を感じる。
。データ化する労力がどれだけの負担になるか心配。

。 【結論】
J.肥T回線が使える会議室やも少人数用会議スペースを増やすこと。
【説明1
J.NET回線を利用できる会議室が限定されていて、結構埋まっている。
また、MicrOsoft365の導入やウエブ会議の進展により少人数での機動的な会議設定が増えると想定されることから、2， 3人での利用を想定したこれまでより小さな
会議スペースを増設する必要がある｡
導入前の現在でも§各種会議､研修、採用広報で競合しており、今後はより競合が増えるものと考えられる。

1 有線のままで行くのであれば、各部屋のLANを充実させてほしい。
2通信の不安定さ等から難しいのかもしれないが、将来的にはWi f i等の無線で、いつでも､-どこからでも接続できたら良いと思う。

3執務室には職員がいるため、机上でのZooIn等の会議（話し合い）は難しいので､ある程度の数の個室を用意すべきだと思う。また､タブレットの導入も検討
してもらいたい。

2

3

現段階（フェーズ1）においてもウェブ会議用の機器が不足している。
そもそもすべて有線で行っているが、 Wi-Fi環境を整えてほしい｡

4

十分な台数のパソコン及び周辺機器を整備すること。家裁のウェブ調停に関わっているが､台数が全く足りない（それだけ有効に使われているということ） 。また、
機材の持ち運びが大変であり、簡易になるように検討されたい。毎回パソコン・スピーカー・カメラ･L州コード・アダプタ等を持ち運ぶのは非効率的であるし、破損
の可能性も高い。窓口業務でアナログな対応は不相応であり、窓口や1階ロビーのパソコン､タブレットなどを充実させてほしい｡部屋不足や物品不足などの不満は
現時点でも職員から多く寄せられているところである。予算要求については最大限に努力してもらいたい。

5

6i裁判官承弁論準備(ｳｪブ会議)等を行う際､-. 1人用ｻｲズの小壺輌で再良いと思うので小さな個室等を整備したら良いと思う。
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WEB会議の導入により、法廷の利用率がかなり低くなっている｡法廷も改修することになるうが､民事で言えば口頭弁論だけに法廷を使用するのではなく〈弁論準
備手続にも使うような柔軟な法廷利用を促進すること。

7

|どI蕊霧騨墓蓋蓉澪認磯欲｡たので､今後ｳｪブ会議用の部屋の工面に苦労するところが増えていくと思われる｡部屋の数が限られる中で、8

Z「情報の集約と共有｣について

①全般について

MiCrOsoft365の導入については、アプリは現行の0ffice (Word,Excelなど) と機能は変わらない（パッケージ版かサブスクリプシヨンかの違いだけ）ので、ポイント
としてはクラウドの運用の可否では。なので､クラウドを導入しないのであれば、利用者にあまり変更点はないのでは？

‐ － ､k . _ －－．房
． 、､ 竜_------需三. . . _

記録が電子化されたとして、 :自宅から電子記録にアクセスして在宅勤務がやりやすくなる､ というのがよく言われているが、裁判所の厳しい情報セキュリティを考
えるととても想像できない。新しい情報セキュリティについてのイメージが判明次第､職員周知をするように求めたい。

1

2

「Microsoft3.65」は在宅勤務の対応も想定されている。よって､現在の情報セキュリティでの｢セキュリティポリシー（セキュポ） 」での対応は難しいたい:セ
キュポ改正が必須となる6

具体的にはく今後議論することになるが､事件部、事務局の意見を吸い上げた実効性ある 「セキュリティポリシー(セキュポ） 」の改正が必要である。
また、デジタルヰンフラについても、ソフト面で導入する以上、運用を強固にするため､今後必要なインフラについては､強く要求する必要性があるb

3

‐

Iツールの選択とじて今後の裁判所のデジタル化を進めるために「MicrosOft365」の選択及び方向性は間違え-ないと考えている。
iただし、全職員が「Microsoft365」に精通しているわけではなく､先行導入する最高裁部署から今後、高地家裁へ活用アイデア等のフィードバックをしてもらい、

澤撫準蕊識鰯総をすることが必雲だと考える。
‘ ,

4

｡

情報共有のアクションを減らすツール（これまで2， 3アクションがあったものを、アプリに記入する1アクションで済む)にできるとは考えられる。5

E 一

6

さまざまな連絡事項や予定が各部門ごとに分散管理されているため(現時点では最適だと思います｡ )､ある程度の範囲における部門を超えた全ての予定が一元的に管
理され､全ての職員がその予定表を共有し、それぞれの個別具体的な事務に反映されることのできる環境構築は有益と思われます。

7
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・セキュリティ対策が万全にできるのであれば、裁判所独自のツールではなく、 Zoomのように当事者や弁護士等も使えるツールの方が、将来的に書類の提出や管理、
会議等しやすいのではないか。
既存のツールではなく、開発に予算をかけるのであれば、 SEABISのような非常に使いにくく見えにくいものではなく、 iPhoneのアプリのような誰でも簡単に使
いやすく見やすいものを開発してほしい｡‐

また、在宅勤務での活用も視野に入れられているようだが､在宅勤務で活用するにあたっては、パソコンの支給やセキュリティソフト、ネット環境の整備、通信費な
ど、職員が自費で負担することのないよう、手当や現物支給をしてほしい。
・チャット機能によって、全国の裁判所職員とつながりくもう誰も持っていないような古い通達や他省庁の文書を気軽に問いかけ、答えてくれるようなラフなツール
を期待したい。
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MiCrOSoft365 (以下「365」 という。 ）の機能で期日調整事務が省略化されると示しているが、アプリによっては365以外のフリーソブト (調整くん、 formzUなど）の
方が省力化が見込めるようになる。検討を進める中で、 365に固執しないようにしてもらいたい。
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。ソフトの利便性がわかるよう操作説明会や職員周知を定期的に行ってほしい。

． 【結論】 ‐′
｡TeamSを使ったチャットを許容する意識改革が必要。

藤最高裁は、使い方の全国統一の指針を示すこと
'~､PowerAutomateを使えるようにしつつ、典型的なフローを全国で共有すること
【説明】
Teamsを使った意見交換については、 メールによる形式張った表現から脱却できる職場の雰囲気を醸成しないと、簡易な意見交換は実現できず､1つのメッセージを送
るのに長時間思案したり､決裁をとったりする必要が出ると思う。

特に上級庁と下級裁との間では、誤解や反感を生じないよう予防線を張るための丁寧な長ったらしい言い回しをしており （用件のみを簡潔に書いたらあまりにも簡潔
すぎなどといって修正が入っていわゆる悪文になる） 、Teamsを積極的に利用するにあたっては、もっと簡潔に伝えられる文化が必要である。
Teamsにはチームとチャネルという概念があるが、その運用方法について最高裁が統一的な指針を示さないと利用が進まないと思う。
チームやチャネルは何を基準として作成するのか､ ､どういったときにチャネルを増やすのかといったところがわからないと、チャネルが乱立して、どこでやりとりし
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たのかわからないといった状況が生じる。例えば、チームとして係を設定したとして､案件ごとにチャネルを作れば、案件別にやり取りが分かる一方で､チャネルは
かなり増えてしまう。他の係と連携して作業を行う場合に新たにチームを作るとしたら、チームがいろいろと増えてしまうといった感じである。
PowerAutOmateを活用すればこれまでVBAでプログラムがかけないと実現できなかったことがノーコードで実現できVBAの知識がない人でも処理の自動化をできるよう
になるので、積極活用できるようにしてほしい。
加えて、各部署が考えてフローを作るのはアホらしいので、テンプレートとして全国的に情報共有できるようにしてほしい。
なお、コー･ドを書かなくていいから誰でも使えるかというとそういうわけでもなく、 ITリテラシーのない人からするとハードルは高いので、その使い方を説明した
り、保守・運用ができるようにどのように文書で仕様を残すかといったところを最高裁が示す必要があると思う。そう･しないと、従前のように昔誰かが作ったけど保
守されていないマクロの載ったエクセルやアクセス（いわゆる野良プログラム）が使い古され､保守ができずに滅びるという状態が続くと思われる6
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②J･NETポータルにかわるMicrosoR365を使ったポータルサイトについて
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